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（２）懲戒処分（１）分限処分
処分人数区　分

人数処分事由処分の種類
0人免　職

０人停　職０人職に必要な適格性の欠如降   任

０人戒　告３人心身の故障休   職

９　職員の分限処分及び懲戒処分（平成２４年度実績）

参加人数　研　　修　　内　　容区　　　　分

３１名胆振町村会主催研修・道市町村研修センター研修・市町村アカデミー主催研修施設研修

 ０名まちづくり基本条例制定に向けたプロジェクト研修（先進地視察研修ほか）グループ研修

１６７名人事評価制度・コミュニケーション能力指導・OJT・部下指導研修職場内研修

１１　研修の状況（平成２４年度実績）

（１）勤務時間　
休憩時間終業時間　始業時間

１２時００分～
１３時００分

１７時１５分   ８時３０分 基本勤務

８　職員の勤務時間その他勤務条件（平成２５年４月１日現在）

（２）休暇
年次有給休暇・病気休暇・特別休暇有休の種類

年間２０日間（繰越可能　限度４０日間）有休の付与日数

主な増減理由
対前年

増減数

職員数（一般職）

２５年２４年

退職不補充による　

参安平町　　１０．９人

類似団体  　１２．２人

△５９５１００
一般行政

部　門普
通
会
計
部
門

参安平町  　 １４．４人

類似団体 　１５．０人

△２２６２８教育部門

02２議会部門

０２２農業委員会

△７１２５１３２小      計

０６6水      道
公
営
企
業
等

     会
計
部
門

０５5下  水  道

０５５そ  の  他

０１６１６小      計

参安平町　　１６．２人△７１４１１４８合      計

（１５７）（１５７）（　）内条例定数

参：参考　人口１，０００人当たり職員数

７　職員数の状況

（１)部門別職員数の状況と主な増減理由 （２)年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）
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　地方公務員法の規定を遵守しています。

　①法令・職務上の命令に従う義務　②信用失墜行為の禁止など
職員服務の基本

　次の場合職員の職務免除が承認されます。

　①研修を受ける②免許の更新など
職務専念義務免除

１０　服務（平成２５年４月１日現在）

試験の状況
採用者数職区分

２次面接1次面接管内共同試験

４名８名１７名２名大卒一般事務職

１３　競争試験及び選考の状況
（平成２４年度実績）

受診状況区　分

　総合健診１００名・一般健診３５名健康診断

１２　福祉及び利益の保護の状況
（平成２４年度実績）
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